
著作権法関係条文抜粋 

（昭和四十五年五月六日法律第四十八号） 

最終改正：令和二年六月十二日法律第四十八号 

（同一性保持権）  

第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して

これらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。  

２  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。  

一  第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項又

は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の

改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの  

二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変  

三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利

用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得

るようにするために必要な改変  

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得

ないと認められる改変  

（複製権）  

第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。  

（公衆送信権等）  

第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信

可能化を含む。）を行う権利を専有する。  

２  著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。  

（引用）  

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引

用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な

範囲内で行なわれるものでなければならない。  

２  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させるこ

とを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他

これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができ

る。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。  

（出所の明示）  

第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利

用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。  

一  第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条

の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合  

二  第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第

一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合  

三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三

十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用す

る場合において、その出所を明示する慣行があるとき。  

２  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が

無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならな

い。  

３  第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、

前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。  

（著作物の利用の許諾）  

第六十三条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。  

２  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係

る著作物を利用することができる。  

３  第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡すること

ができない。  

４  著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該

著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。  

５  著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件（送

信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。）の範囲内におい

て反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十

三条第一項の規定は、適用しない。  


